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国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計 

病
院
事
業
会
計 議

員

本
市
の
財
政
状
況
が

依
然
厳
し
い
中
、
十
八
年
度

の
決
算
に
よ
る
と
財
政
調
整

基
金
が
五
億
円
積
み
立
て
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
基
金
の
内

容
に
つ
い
て
伺
い
た
い
。

財
政
課
長

財
政
調
整
基
金

は
、
年
度
間
の
財
源
の
不
均

衡
を
調
整
す
る
た
め
の
基
金

で
あ
り
、
財
源
に
余
裕
が
あ

る
年
度
に
随
時
積
み
立
て
て

き
た
。
十
八
年
度
で
は
歳
入

の
見
込
み
と
歳
出
の
執
行
状

況
を
勘
案
し
、
五
億
円
を
積

み
立
て
た
。
十
八
年
度
末
に

お
け
る
財
政
調
整
基
金
の
残

高
は
三
九
億
七
〇
〇
〇
万
円

余
り
で
あ
る
。

議
員

こ
の
基
金
の
積
立
金

を
市
債
の
償
還
に
充
て
る
方

法
も
考
え
ら
れ
る
が
見
解
を

聞
き
た
い
。

財
政
課
長

現
在
、
市
債
残

高
の
多
く
は
政
府
資
金
に
よ

る
も
の
だ
が
、
政
府
資
金
に

よ
る
市
債
の
繰
上
償
還
は
、

将
来
の
元
利
償
還
金
か
ら
未

償
還
元
金
を
差
し
引
い
た
利

子
相
当
額
の
補
償
金
も
負
担

す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た

め
繰
上
償
還
に
メ
リ
ッ
ト
が

少
な
く
、
資
金
に
余
裕
が
あ

れ
ば
基
金
等
で
将
来
の
財
源

不
足
時
に
備
え
る
こ
と
が
適

切
と
判
断
し
、
積
み
立
て
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

議
員

平
成
十
八
年
十
月
一

日
に
平
塚
市
さ
わ
や
か
で
清

潔
な
ま
ち
づ
く
り
条
例
が
施

行
さ
れ
て
約
一
年
が
経
過
し

た
。
こ
の
条
例
で
は
、
新
た

に
路
上
喫
煙
禁
止
区
域
を
指

定
し
、
禁
止
区
域
内
で
は
指

定
場
所
以
外
で
の
路
上
喫
煙

を
禁
止
し
て
い
る
が
、
条
例

施
行
後
の
禁
止
区
域
に
お
け

る
路
上
喫
煙
の
状
況
に
つ
い

て
聞
き
た
い
。

資
源
循
環
課
課
長
代
理

路

上
喫
煙
禁
止
区
域
内
の
三
か

所
、
禁
止
区
域
外
の
一
か
所

に
基
準
点
を
設
け
、
こ
の
条

例
の
施
行
前
と
施
行
後
に
朝
、

夕
の
通
行
人
の
数
と
喫
煙
者

数
の
調
査
を
行
っ
た
。
施
行

前
は
、
通
行
人
に
占
め
る
喫

煙
者
の
割
合
が
、
場
所
に
よ

っ
て
は
五
％
ほ
ど
で
あ
っ
た

が
、
平
成
十
九
年
九
月
の
調

査
で
は
、
〇
・
七
％
か
ら
一

・
五
％
と
い
う
結
果
が
得
ら

れ
る
な
ど
、
条
例
の
施
行
に

よ
り
路
上
喫
煙
が
大
幅
に
低

下
し
た
。

議
員

路
上
喫
煙
禁
止
区
域

内
の
専
任
指
導
員
と
し
て
ク

リ
ー
ン
ひ
ら
つ
か
指
導
員
を

二
人
採
用
し
て
い
る
が
、
こ

の
指
導
員
の
勤
務
時
間
に
つ

い
て
伺
い
た
い
。

資
源
循
環
課
課
長
代
理

月
・

水
・
金
曜
日
が
午
前
七
時
半

か
ら
午
後
〇
時
半
、
火
・
木

曜
日
が
午
後
一
時
半
か
ら
六

時
半
ま
で
で
あ
り
、
平
日
に

一
日
五
時
間
の
巡
回
指
導
を

行
っ
て
い
る
。

議
員

こ
の
指
導
員
に
警
察

官
の
Ｏ
Ｂ
を
採
用
し
て
い
る

と
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
理
由

を
聞
き
た
い
。

資
源
循
環
課
課
長
代
理

こ

の
指
導
員
は
、
路
上
喫
煙
禁

止
区
域
内
で
の
違
反
者
に
対

す
る
指
導
、
監
督
が
職
務
で

あ
り
、
喫
煙
者
と
の
い
ざ
こ

ざ
等
が
予
想
さ
れ
た
た
め
、

警
察
官
の
Ｏ
Ｂ
を
採
用
し
た

も
の
で
あ
る
。

議
員

十
八
年
度
か
ら
福
祉

会
館
等
の
管
理
運
営
に
つ
い

て
指
定
管
理
者
制
度
が
導
入

さ
れ
た
が
、
こ
の
制
度
の
導

入
に
よ
り
施
設
の
状
況
は
ど

う
変
わ
っ
た
の
か
。

福
祉
政
策
課
長

指
定
管
理

者
に
指
定
さ
れ
た
団
体
の
職

員
の
意
識
が
高
ま
り
、
各
老

人
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

申
し
込
み
状
況
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
の
公
開
、
高
齢
者
を

狙
っ
た
悪
質
な
訪
問
販
売
等

に
関
す
る
情
報
提
供
、
従
来

か
ら
の
健
康
体
操
に
加
え
太

極
拳
教
室
の
実
施
な
ど
利
用

者
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
が

図
ら
れ
た
。
ま
た
、
各
施
設

の
修
繕
等
に
つ
い
て
も
迅
速

に
対
応
す
る
な
ど
利
用
者
が

快
適
に
利
用
で
き
る
管
理
体

制
と
な
っ
た
。

議
員

こ
の
制
度
の
導
入
に

よ
り
、
従
来
の
体
制
と
比
較

し
て
ど
の
程
度
経
費
が
節
減

さ
れ
た
の
か
聞
き
た
い
。

福
祉
政
策
課
長

制
度
導
入

前
の
十
七
年
度
決
算
と
十
八

年
度
決
算
の
比
較
で
は
、
九

六
五
万
円
余
り
の
経
費
節
減

が
図
ら
れ
た
。

議
員

平
成
十
八
年
四
月
の

障
害
者
自
立
支
援
法
の
施
行

に
伴
い
、
本
市
に
お
い
て
も

結
核
・
精
神
医
療
附
加
金
制

度
が
廃
止
さ
れ
た
が
、
十
八

年
度
に
支
出
し
た
こ
の
附
加

金
の
該
当
と
な
っ
た
診
療
月

に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

保
険
年
金
課
課
長
代
理

通

常
の
給
付
で
あ
れ
ば
、
十
八

年
度
の
支
出
は
、
平
成
十
八

年
二
月
か
ら
六
月
ま
で
の
診

療
分
で
あ
る
。
障
害
者
自
立

支
援
法
に
よ
り
、
同
年
六
月

末
で
こ
の
制
度
は
廃
止
と
な

っ
て
い
る
。

議
員

こ
の
附
加
金
の
う
ち

結
核
と
精
神
医
療
の
各
患
者

へ
の
支
出
の
内
訳
を
聞
き
た

い
。

保
険
年
金
課
課
長
代
理

結

核
に
つ
い
て
は
、
延
べ
二
八

件
で
約
一
万
八
〇
〇
〇
円
、

精
神
医
療
に
つ
い
て
は
、
延

べ
五
一
七
五
件
で
約
九
八
九

万
三
〇
〇
〇
円
の
支
出
と
な

っ
て
い
る
。

議
員

市
民
病
院
で
は
十
八

年
度
末
現
在
、
未
処
理
欠
損

金
が
二
二
億
三
〇
〇
〇
万
余

円
生
じ
て
い
る
と
の
こ
と
だ

が
、
こ
の
欠
損
金
の
解
消
に

向
け
た
考
え
を
聞
き
た
い
。

病
院
総
務
課
長

未
処
理
欠

損
金
を
短
期
間
で
解
消
す
る

こ
と
は
困
難
な
た
め
、
単
年

度
の
収
支
を
均
衡
さ
せ
、
そ

の
積
み
重
ね
に
よ
り
解
消
し

て
い
く
こ
と
が
望
ま
し
い
と

考
え
る
。
方
法
と
し
て
は
、

収
支
均
衡
の
た
め
の
具
体
的

な
目
標
額
を
設
定
し
、
そ
れ

を
予
算
に
反
映
す
る
こ
と
で

毎
年
確
実
に
赤
字
経
営
か
ら

の
脱
却
を
図
り
、
市
民
病
院

と
し
て
の
役
割
も
認
識
し
な

が
ら
努
力
し
て
い
き
た
い
。

議
員

今
後
、
市
民
病
院
が

健
全
な
経
営
を
行
う
た
め
に

は
病
院
の
適
正
な
規
模
に
つ

い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
病
院
の
整
備
に
関
す
る

検
討
状
況
を
伺
い
た
い
。

病
院
総
務
課
長

現
在
、
国

に
お
い
て
公
立
病
院
改
革
ガ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
策
定
を
検
討

し
て
お
り
、
本
院
も
十
八
年

度
か
ら
平
塚
市
民
病
院
将
来

構
想
案
を
策
定
す
る
こ
と
を

検
討
し
て
い
る
。そ
の
中
で
、

将
来
的
な
患
者
数
に
つ
い
て

は
高
齢
化
に
よ
り
増
加
が
見

込
ま
れ
る
が
、
主
な
入
院
の

医
療
費
に
つ
い
て
国
が
定
め

た
一
日
当
た
り
の
診
断
群
分

類
点
数
で
計
算
す
る
Ｄ
Ｐ
Ｃ

へ
の
移
行
に
よ
り
、
平
均
在

院
日
数
は
短
縮
す
る
も
の
と

想
定
し
て
い
る
。
現
在
五
〇

〇
床
の
一
般
病
床
を
四
一
〇

床
に
す
る
こ
と
を
検
討
し
て

い
る
。

議
員

十
八
年
度
の
重
点
項

目
に
、
救
急
医
療
の
充
実
が

挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
救
急

医
療
体
制
の
現
状
に
つ
い
て

聞
き
た
い
。

医
事
課
長

本
院
で
は
夜
間

お
よ
び
休
日
に
内
科
系
、
外

科
系
、
産
婦
人
科
系
の
各
医

師
が
三
六
五
日
の
当
直
体
制

を
整
え
て
お
り
、
小
児
科
に

お
い
て
は
二
次
救
急
当
番
日

の
当
直
体
制
の
ほ
か
、
当
番

以
外
の
医
師
が
救
急
患
者
や

患
者
の
急
変
に
対
応
で
き
る

よ
う
連
絡
が
取
れ
る
状
態
を

保
つ
オ
ン
コ
ー
ル
体
制
で
救

急
業
務
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
、
平
成
十
八
年
四
月
か
ら

は
救
急
専
門
の
専
任
医
師
を

一
人
配
置
し
、
日
中
の
救
急

患
者
の
受
け
入
れ
が
可
能
と

な
っ
て
い
る
。

議
員

現
在
の
体
制
は
内
科

系
、
外
科
系
の
当
直
医
計
二

人
で
対
応
し
て
い
る
と
の
こ

と
だ
が
、
当
直
医
が
緊
急
の

手
術
中
は
救
急
患
者
の
受
け

入
れ
が
困
難
な
状
況
も
生
じ

る
と
考
え
る
。
救
急
医
療
体

制
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
喫

緊
の
課
題
と
考
え
る
が
見
解

を
聞
き
た
い
。

外
科
系
診
療
部
長

救
急
医

療
は
基
本
的
に
初
期
診
療
の

み
を
行
い
、
外
来
に
専
念
す

る
体
制
を
構
築
し
た
い
と
考

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
体
制

の
構
築
に
は
専
門
医
一
人
に

対
し
て
研
修
医
二
人
の
三
人

体
制
で
五
、
六
チ
ー
ム
の
編

成
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
編

成
を
構
築
し
な
け
れ
ば
実
現

は
難
し
い
。
今
後
、
専
任
医

師
の
養
成
ま
た
は
招
聘
等
を

行
い
、
チ
ー
ム
編
成
の
構
築

に
努
め
て
い
き
た
い
。

さ
わ
や
か
条
例
施
行
後

路
上
喫
煙
の
状
況
は

救

急

医

療

体

制

抜
本
的
見
直
し
求
め
る

指
定
管
理
者
制
度
導
入

福
祉
施
設
で
の
効
果

十
二
月
定
例
会
の
常
任
委

員
会
で
は
四
件
の
審
査
が
行

わ
れ
た
。

安
心
し
て
出
産
で
き
る
産

婦
人
科
医
療
体
制
を
整
備
し

妊
産
婦
無
料
健
診
を
拡
大
す

る
こ
と
を
求
め
る
請
願
で
は
、

少
子
化
の
中
で
、
安
心
し
て

子
供
を
生
み
、
育
て
る
夢
を

広
げ
ら
れ
る
よ
う
産
婦
人
科

医
療
体
制
の
整
備
、
充
実
は

急
務
で
あ
る
と
考
え
る
。
妊

産
婦
無
料
健
診
は
、
現
在
の

二
回
か
ら
平
成
二
十
年
は
五

回
程
度
に
増
や
す
方
向
で
検

討
す
る
と
聞
い
て
い
る
。
無

制
限
な
無
料
健
診
の
拡
大
は

財
政
的
に
困
難
で
あ
る
が
、

安
心
し
て
出
産
で
き
る
医
療

体
制
を
望
む
趣
旨
を
了
と

し
、
本
請
願
を
趣
旨
採
択
し

た
い
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

採
決
し
た
結
果
、
趣
旨
採
択

す
べ
き
も
の
と
な
り
、
本
会

議
に
お
い
て
も
趣
旨
採
択
と

決
定
し
た
。

県
の
医
療
費
助
成
制
度
見

直
し
に
関
す
る
請
願
で
は
、

現
在
国
に
お
い
て
も
検
討
を

続
け
て
お
り
、
こ
の
推
移
を

見
守
り
た
い
と
思
う
が
、
県

は
小
児
、
ひ
と
り
親
、
重
度

障
害
者
の
生
活
実
態
を
把
握

す
べ
き
と
の
趣
旨
を
了
と
し
、

本
請
願
を
趣
旨
採
択
し
た
い

と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。
採

決
し
た
結
果
、
趣
旨
採
択
す

べ
き
も
の
と
な
り
、
本
会
議

に
お
い
て
も
趣
旨
採
択
と
決

定
し
た
。

な
お
、
政
治
へ
の
個
人
寄

付
を
拡
げ
る
た
め
、
租
税
特

別
措
置
法
の
改
正
を
求
め
る

意
見
書
の
提
出
を
求
め
る
請

願
お
よ
び
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
実
施
中
止
を
求
め
る

意
見
書
提
出
の
請
願
は
、
継

続
審
査
と
決
定
し
た
。

請請
願願
のの
審審
査査
概概
要要

財
政
調
整
基
金
の
積
立
金

市
債
償
還
へ
の
考
え
尋
ね
る

平成18年度 一般・特別・病院会計

（�）平成��年（２００８年）�月��日

要概査審

１８年度に架け替えた「前河原橋」（南金目）

の会員委別

ひらつか議会だより

特算決

請願・陳情のてびき
市政について要望や意見があるときは、だれでも議会に

請願や陳情を行うことができます。
〈請願書・陳情書の提出方法〉
提出には、日付、住所、氏名（団体名・役職名）、あて

先（平塚市議会議長○○○○様）の記載と押印が（請願書
には紹介議員の署名も）必要です。
請願書の提出締め切りは、各定例会の本会議第２日目の

午後５時までです。また、陳情書は各定例会でおおむね３
回開催される議会運営委員会の２日前（土・日曜日、祝日
を除く）までです。
なお、提出された請願書・陳情書の写しは全議員に配付

しています。
※請願者・陳情者の住所・氏名は一般に公開されますので
あらかじめご了承ください。

未
処
理
欠
損
金
の
解
消
に
努
力
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